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米沢市教育委員会 会議録 
 

 令和８年２月１０日（火） 

開会 午前９時００分 

閉会 午前９時４０分 

 

１ 出席委員等 

教育長  佐藤 哲    委 員  神尾 正俊    委 員  我妻 仁 

委 員  渡邊 美智子  委 員  伊藤 綾子 

 

２ 出席職員 

  教育管理部長  土田  淳   教育指導部長  山口  博 

   教育総務課長   遠藤 秀一   社会教育文化課長  髙橋  允 

   社会教育文化課主幹兼課長補佐  伊藤 昌明   スポーツ課長  髙橋  稔 

   学校教育課長  須貝 洋介   適正規模・適正配置推進主幹    森谷  純 

   教育総務課長補佐兼総務主査   米原 裕美    教育総務課上席専門員   森谷 幸彦 

 

３ 傍聴人の有無 無 

 

４ 議事 

  議第６号 令和８年度一般会計教育関係予算について 

 

５ その他 

 

教育長  米沢市教育委員会を開会する。会議については、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の規定により原則公開となっているが、本日の会議の案件は、市

議会の議決を経るべきものであることから、これを非公開としたいと思うがご

異議ないか。 

―――異議なし――― 

教育長  本日の会議は、非公開とする。なお、本日の会議の会議録署名委員として渡邊

委員を指名する。議事に入る。議第６号令和８年度一般会計教育関係予算につ

いて、事務局から説明をお願いする。 

教育管理部長   ―――資料により説明――― 

教育長  ご質問等いかがか。 
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神尾委員 広井郷小学校の開校に向けて、現第六中学校校舎の改修工事の予算が計上され

ているが、校舎のどの部分を改修するのか、その概要を教えていただきたい。

また、屋内運動場の転用に関わる工事とは、具体的にどのようなものか。 

教育総務課長 広井郷小学校統合改修工事は、基本的に現第六中学校校舎をベースに改修

するものであるが、特徴的なものとしては、オープン教室への改修が挙げられ

る。また、屋内運動場については、長寿命化工事として、主に屋根と外壁の改

修を行う計画である。 

神尾委員 教室をオープンスペース化するということか。 

教育長  教室と廊下との境の壁を撤去するということかと思う。屋内運動場を放課後児

童クラブの施設に転用する計画もあったのではないか。 

教育総務課長 屋内運動場アリーナの下に武道場があるが、その東側半分程度を放課後児

童クラブの施設に改修する計画である。現在、塩井小学校の放課後児童クラブ

が同校舎内に設置されているが、これと同様に学校施設を利用した放課後児童

クラブを設置するため、校舎等の改修に合わせて工事を行うこととしている。 

教育長  学校施設を通らずに直接出入りできるよう、武道場の東側に新たな玄関を設け

ることとなっている。 

伊藤委員 部活動の地域展開に向けた支援事業として予算が計上されているが、具体的な

支援の内容はどのようなものか。 

学校教育課長 現在、各クラブの登録を受け付けているが、各クラブの指導者謝金、物品

等の購入等を含めた財政的な支援を考えている。その他、体育館使用料の減免

や学校部活動との用具の共用等もあわせて考えている。 

教育総務課長 先ほどの神尾委員からのご質問に対する答弁の補足であるが、現第六中学

校武道場の一部を、広井郷小学校の放課後児童クラブに転用するための改修工

事については、子育て支援が目的ということから、予算は教育費ではなく民生

費に計上されているので、付け加えさせていただく。 

我妻委員 興譲小学校洋式トイレ設置工事であるが、これは市内小中学校トイレの洋式化

率を向上させていく取組の一環として、令和８年度は興譲小学校を対象に整備

するという考え方でよろしいか。また、今後、洋式トイレの割合をどの程度に

していく考えなのか教えてほしい。 

教育総務課長 委員お述べのとおり、単年度で市内すべての小中学校のトイレを洋式化す

ることは不可能なので、毎年少しずつ計画的に進めているところである。現在

の洋式化率は約５０％であるが、その母数は設置されているすべてのトイレの

数であり、その中には現在使用していないトイレも含まれている。今後、さら

に少子化が進行し、児童生徒数が減少する中で、洋式トイレがどの程度必要な

のかを検討しながら整備を進めてまいりたい。 

我妻委員 小中学校の施設管理事業費に計上されているリモートロック設置事業とは、具
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体的にどのようなものか。 

教育総務課長 リモートロックは屋内運動場の入口に設置するもので、これまで社会開放

で屋内運動場を使用する際には、その都度、学校から鍵を借りて開錠、施錠し

ていたが、使用団体に対して事前に暗証番号を送信し、それを入力することで

開錠できるシステムである。また、併せてインターネットにより施設使用の予

約ができるシステムを導入するとともに、使用料納付のキャッシュレス決済に

ついても導入を検討しており、利用者の利便性向上を図ることとしている。た

だし、これらにより利便性が向上する一方で、屋内運動場の使用許可について

は、抽選システムに変更となることから、これまで定期的に継続して使用して

きた団体が、これまでのように使用できなくなるといった懸念材料もある。 

我妻委員 予約等の操作はスマートフォンでできるか。 

教育総務課長 スマートフォンやパソコンから予約可能である。 

我妻委員 懸念材料というのは、スマートフォンやパソコンを操作できない人がいるかも

しれないということか。 

教育総務課長 使用の申込みが競合した場合、抽選で使用者を決定するシステムになるこ

とから、これまで定期的、継続的に屋内運動場を使用してきた団体が、従来の

ように使用できなくなる可能性があるということである。 

教育長  例えば、これまで毎週火曜日の夜、屋内運動場を定期的に使用してきた団体が

あったとしても、新たに、火曜日の夜に使用したいという団体から予約が入っ

た場合、先着順ではなく抽選となることから、これまで使用してきた団体が火

曜日に使用できないことがあり得るということかと思う。なお、屋内運動場の

使用許可事務や鍵の受け渡しなどの負担軽減については、校長会から要望が出

されていたものである。 

我妻委員 電子黒板の導入についてお聞きしたい。これも計画的に進めている事業の一環

として、令和８年度も継続して導入するということかと思うが、現在の電子黒

板の導入率はどれくらいか。また、最終的にどれくらいの導入率を目指してい

るのか。 

学校教育課長 現在、市内の小中学校に大型のモニターはあるが、電子黒板はない。電子

黒板は、その画面にタッチしながら文字を書くことができ、インターネットに

も接続できるものであるが、本市においてはこれまで導入しておらず、大型モ

ニターだけが設置されている。今回の計画では、市内小中学校のすべての普通

教室に電子黒板を導入することを目指している。美術室や音楽室などの特別教

室については、普通教室よりも広いこともあり、電子黒板ではなく大型モニ

ターを設置して、離れたところからでも見ることができるようにしたいと考え

ている。電子黒板については、導入率１００％を目指して、順次、設置する計

画である。 
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我妻委員 来年度計上する予算で、電子黒板は何台くらい設置可能なのか。 

学校教育課長 来年度は、小学校に電子黒板を４９台、大型モニターを２６台導入する予

定であり、その必要経費が約４，０００万円ということになる。電子黒板１台

の設置費用は、約６０万円である。 

我妻委員 小学校への導入台数は分かったが、中学校には導入しないのか。 

学校教育課長 中学校については、来年度、第一中学校と北成中学校に合わせて３５台の

電子黒板を導入する。加えて、大型モニター１２台も導入することを考えてい

る。なお、南成中学校については、現在進めている施設整備事業の中で電子黒

板等を設置することとしており、来年度当初から使用可能である。 

我妻委員 電子黒板を使いこなすスキルや活用方法などの習得を目的とした、教員の研修

費用なども予算には含まれているのか。 

学校教育課長 電子黒板には様々な機能があることから、教員に対する研修は必要である

と考えている。現在もＧＩＧＡスクールに関連して、ＩＣＴに関わる研修を行

っているが、それと一体的に研修を行うことが有効ではないかと考えており、

教員向けの研修については、現在、学校教育指導の立場から検討しているとこ

ろである。 

我妻委員 屋内運動場への空調設備設置の設計業務が予算に入っているが、これは市内四

つの中学校すべてを対象にしているのか。 

教育総務課長 委員お述べのとおり、四つの中学校すべての屋内運動場に、空調設備を設

置するための設計費用である。なお、市内小学校の特別教室にも空調設備を設

置すべく、その設計費用も計上している。 

神尾委員 置賜総合文化センターの空調機更新工事について、２階の第一、第二会議室と

４階の執務室の空調機器を更新するという説明であったが、空調機器が故障し

ている部屋は他にもあったのではないか。例えば、以前、音楽室など空調機器

が使用できない部屋があると聞いたことがあるが、現在も空調機器が故障して

いる部屋はあるのか。また、そのような部屋があった場合、貸館業務に支障を

きたしているのではないかと思うが、館内すべての部屋で空調機器が使えるよ

うになるのはいつになるのか。その見通しを教えてほしい。 

社会教育文化課長 来年度、空調機器の更新を予定しているのは、２階の第一、第二会議       

     室と４階の教育総務課及び学校教育課の執務室である。その他、委員お述べの

とおり、音楽室の空調機器も故障しているが、本市の財政状況はたいへん厳し

い現状にあることから、先ずは優先順位を付けて、順次、更新していくことと

している。利用者には申し訳ないが、音楽室の優先度は低く、今のところ更新

の見通しは立っていない。置賜総合文化センターについては、施設本体も老朽

化していることから、施設の在り方も含めて検討していきたいと考えている。 

渡邊委員 ＧＩＧＡスクール端末の更新とあるが、先ほどの説明によれば小中学校で使用
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している端末について、一斉更新の時期が来ているとのことであった。イメー

ジとしては、現在、児童生徒等が使用している端末を、すべて新しいものに換

えるということかと思うが、更新後、現在使用している端末はどうなるのか。 

学校教育課長 委員お述べのとおり、今回の事業は、現在使用している端末をすべて新し

いものに交換するものである。今まで使っていた端末については、処分するに

も相当な費用が必要になることから、新たな端末の納入業者に引き取っていた

だくことを考えている。一部、状態の良いものについては、教員専用やバック

アップ用として残しておくことも考えているが、基本的には納入業者に回収し

ていただき、データをリセットしたうえで処分することとなる。 

教育長  ＧＩＧＡスクール端末更新費用の財源は。 

学校教育課長 更新費用の３分の２は国の補助金で賄われ、残りの３分の１が自治体負担

となる。この度の予算は、小学校が約１億７，０００万円、中学校で約１億円

を計上しているが、その３分の２の額が国からの補助金額となる。 

伊藤委員 市営プールの大規模改修工事と市営人工芝サッカーフィールド照明設備修繕に

ついてであるが、改修工事や修繕の施工に当たって、両施設の使用ができない

期間はあるのか。 

スポーツ課長 現時点での予定であるが、市営プールの給排水設備改修については、令和

８年度の利用期間終了後、９月以降に着工することとしている。また、人工芝

サッカーフィールドの照明設備修繕については、これから工程を作成すること

になるが、利用者にご迷惑をおかけすることのない時期や時間帯を見計らって

施工したいと考えている。 

教育長  他にご質問等いかがか。なければ、議第６号令和８年度一般会計教育関係予算

について、ご承認いただいてよろしいか。 

―――異議なし――― 

教育長  ご承認いただいた。次に、３のその他であるが、委員の皆様からいかがか。な

ければ事務局から何かあるか。なければ以上をもって教育委員会を閉会する。 


